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現
在
、
３
歳
未
満
の
子
に
つ
い
て
第
３
子
以
降

か
ら
月
額
１
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
第

１
子
及
び
第
２
子
に
つ
い
て
倍
増
し
、
出
生
順
位

に
か
か
わ
ら
ず
一
律
月
１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
３
歳
以
上
の
児
童
の
児
童
手
当
の
額
、
支

給
対
象
年
齢
及
び
所
得
制
限
限
度
額
に
つ
い
て

は
、
現
行
ど
お
り
で
す
。

※
今
回
の
改
正
で
は
、
受
給
者
か
ら
特
別
な
手
続
き
を
行
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
行
▼
月
額
５
千
円

改
正
▼
月
額
１
万
円
（
倍
増
）

現
行
▼
月
額
１
万
円

改
正
▼
月
額
１
万
円
（
現
行
ど
お
り
）

▼
平
成
19
年
４
月
１
日

（
拡
充
後
の
最
初
の
支
給
月

平
成
19
年
６
月
）

（
内
線
１
５
８
）


